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新たに保安規定への記載が必要な項目

許可基
準規則

第６条

竜巻対策

敷地及びその周辺において過去に
発生した影響が最も大きい竜巻（Ｆ１
スケール竜巻）の記録を踏まえ、放
射性廃棄物の廃棄施設の構造健全
性が維持され、安全機能を損なわな
いように風速49m/sに耐えるよう設
計する。

－ － －

「放射性廃棄物処理場
設工認申請書と保安規定
の関係　（その３）及び（そ
の６）竜巻飛来物」を参照

試験炉規則第１５条第１項
第１５号
１．（１）（２）

【バックエンド技術部業務の計画及び実施
に関する要領（QMP7.1）】
・部長は、廃棄物処理場本体施設の運転及
び保守に関する管理の方法として、「廃棄物
処理場本体施設運転手引」を定める。
【バックエンド技術部教育訓練管理要領
（QMP6.2.2）】
・部長又は課長は、業務に従事する要員の
力量を確保する。
・部長又は課長は、訓練計画を作成し、計
画に基づき教育訓練を実施する。

→ 【廃棄物処理場本体施設運転手引】
・外部事象（竜巻）発生に備えた運転要員の

配置
※

・外部事象（竜巻）発生時の対応に係る教育
訓練の実施（年1回以上）
・自然現象等が発生した場合の措置
　↓
【廃棄物処理場自然現象等対応要領】
＜課長の指示のもと、下記対応を実施＞
・浮上しない重量にする飛来防止対策及び
対策範囲
・飛来物防止対策実施状況の巡視（年1回
以上）
・新たに設置するものの飛来防止対策
・竜巻発生確度ナウキャストによる監視
・竜巻注意情報発表時の対応（作業中断及
び屋内退避）
・竜巻が通過した場合又は通過した恐れが
ある場合の点検及び報告

火山対策

万一の降灰に備え、施設の安全性
に影響が及ぶおそれがある場合に
は、必要な対策（運転停止及び火
山灰除去）を行う。

〇
第３編
第25の３条第3項

第３編
（適合性確認終了
を踏まえ条文を調
整）

試験炉規則第１５条第１項
第１５号
１．（１）（２）（４）

【バックエンド技術部業務の計画及び実施
に関する要領（QMP7.1）】
・部長は、廃棄物処理場本体施設の運転及
び保守に関する管理の方法として、「廃棄物
処理場本体施設運転手引」を定める。
【バックエンド技術部教育訓練管理要領
（QMP6.2.2）】
・部長又は課長は、業務に従事する要員の
力量を確保する。
・部長又は課長は、訓練計画を作成し、計
画に基づき教育訓練を実施する。

→ 【廃棄物処理場本体施設運転手引】
・外部事象（火山）発生に備えた運転要員の

配置
※

・外部事象（火山）発生時の対応に係る教育
訓練の実施（年1回以上）
・自然現象等が発生した場合の措置
　↓
【廃棄物処理場自然現象等対応要領】
＜課長の指示のもと、下記対応を実施＞
・除灰に必要な資機材の管理（月１回以上
の点検含む）
・降灰予報による降下火砕物の監視
・火山噴火時の対応（作業中断及び屋内退
避）
・火山活動が小康状態になった後の点検及
び報告

森林火災対策

敷地外の森林火災により放射性廃
棄物の廃棄施設の安全性を損なう
ことのないように、各施設の主要構
造材は不燃性材料を使用するととも
に、内部火災に至らないことを確認
する。また、施設周辺の草木の管理
（放射性廃棄物の廃棄施設に熱影
響を与え得る森林を施設周辺に拡
大させない。）、その他必要に応じ
た対策を講じる。

〇
第３編
第25条の3第1項

第３編
（適合性確認終了
を踏まえ条文を調
整）

試験炉規則第１５条第１項
第１５号
１．（１）（２）（４）

【バックエンド技術部業務の計画及び実施
に関する要領（QMP7.1）】
・部長は、廃棄物処理場本体施設の運転及
び保守に関する管理の方法として、「廃棄物
処理場本体施設運転手引」を定める。
【バックエンド技術部教育訓練管理要領
（QMP6.2.2）】
・部長又は課長は、業務に従事する要員の
力量を確保する。
・部長又は課長は、訓練計画を作成し、計
画に基づき教育訓練を実施する。

→ 【廃棄物処理場本体施設運転手引】
・外部事象（森林火災等）発生に備えた運転

要員の配置
※

・外部事象（森林火災等）発生時の対応に
係る教育訓練の実施（年1回以上）
・自然現象等が発生した場合の措置
　↓
【廃棄物処理場自然現象等対応要領】
＜課長の指示のもと、下記対応を実施＞
・樹木の管理（月1回以上の点検含む）
・延焼防止のための措置
・事象発生時の対応（作業中断及び屋内退
避）
・事象終息後の点検及び報告

外部事象対策
（自然現象）

放射性廃棄物処理場　許可基準規則への対応と保安規定の
関係

該当条文

下部規定
保安規定審査基準備考

処理場全体

一部使用承認に係
る施設

（保管廃棄施設・
Ｌ、排水貯留ポン

ド）

保安規定許可申請書での説明



第６条
外部事象対策
（人為事象）

近隣工場の火災
への対策

本研究所の敷地外の近隣工場等に
おいて火災が発生した場合に、放射
性廃棄物の廃棄施設の安全性に影
響を与えるおそれがあるときは、必
要に応じて防護対策をとる。また、
タンクローリーでＬＰＧを所内運搬す
る場合には、運搬量を原子炉施設
に影響を及ぼさない量に制限すると
ともに、必要な安全管理を実施す
る。

〇 該当なし

第３編
（適合性確認終了
を踏まえ条文を調
整）

減容処理棟で使用するＬ
ＰＧをタンクローリーで運
搬する際、減容処理棟に
近接する区間があること
から、施設に影響を及ぼ
さないよう、運搬量の制限
及び安全管理を保安規定
及び下部規定に定め、管
理する。

試験炉規則第１５条第１項
第１５号
１．（１）（２）（４）

【バックエンド技術部業務の計画及び実施
に関する要領（QMP7.1）】
・部長は、廃棄物処理場本体施設の運転及
び保守に関する管理の方法として、「廃棄物
処理場本体施設運転手引」を定める。
【バックエンド技術部教育訓練管理要領
（QMP6.2.2）】
・部長又は課長は、業務に従事する要員の
力量を確保する。
・部長又は課長は、訓練計画を作成し、計
画に基づき教育訓練を実施する。

→ 【廃棄物処理場本体施設運転手引】
＜課長の指示のもと、下記対応を実施＞
・運搬量の制限（最大２トン）
・誘導員の配置、対向車等の通行制限
・LPG充填時以外の長時間停車禁止
・火災発生時の消火活動
・定期的な訓練の実施

第８条
火災による損傷
の防止

火災の発生防止
持ち込む可燃性資材及び火気作業
等の管理を行う。

〇
第３編
第７条第８号
（補正予定）

第３編
（適合性確認終了
を踏まえ条文を調
整）

試験炉規則第１５条第１項
第１５号
１．（１）イ（３）

【バックエンド技術部業務の計画及び実施
に関する要領（QMP7.1）】
・部長は、廃棄物処理場本体施設の運転及
び保守に関する管理の方法として、「廃棄物
処理場本体施設運転手引」を定める。

→ 【廃棄物処理場本体施設運転手引】
・可燃物等の管理及び火気作業等の管理
　↓
【（仮称）資材管理及び火気作業等管理要
領】
＜課長の指示のもと、下記対応を実施＞
・資材持ち込み量の制限
・金属製キャビネット又は金属製容器に保
管
・資材置き場の巡視（月1回以上）
・火気作業時は、作業場所周辺に消火器設
置
・作業場所周辺に可燃物、引火性物質を置
かない
・大型廃棄物保管廃棄時の火災防護対策
（スパッタシート、濡れウエス等での養生等）

〇
第３編
第19条第4項

第３編
（適合性確認終了
を踏まえ条文を調
整）

試験炉規則第１５条第１項
第９号
１．

【バックエンド技術部業務の計画及び実施
に関する要領（QMP7.1）】
・部長は、廃棄物処理場本体施設の運転及
び保守に関する管理の方法として、「廃棄物
処理場本体施設運転手引」を定める。

→ 【廃棄物処理場本体施設運転手引】
＜課長の指示のもと、下記対応を実施＞
・必要に応じた（=鋼製蓋の上部表面から1m
離れた位置の線量当量率5μSv/hを超える
場合）遮蔽蓋の設置

〇 該当なし

第３編
（適合性確認終了
を踏まえ条文を調
整）

建屋式の保管廃棄施設
では、直接ガンマ線及び
スカイシャインガンマ線の
影響を低減するため、保
管体の配置を管理するこ
とになるが、具体的な管
理方法は下部規定で規
定することとし、保安規定
においてはその呼び出し
を定め、管理する。

試験炉規則第１５条第１項
第９号
１．

【バックエンド技術部業務の計画及び実施
に関する要領（QMP7.1）】
・部長は、廃棄物処理場本体施設の運転及
び保守に関する管理の方法として、「廃棄物
処理場本体施設運転手引」を定める。

→ 【廃棄物処理場本体施設運転手引】
＜課長の指示のもと、下記対応を実施＞
・線量当量率に応じた保管体の配置（線量
当量率が高いものは地階に配置等）

※放射性廃棄物処理場における要員の配置は、各施設を所掌する職員等の配置としてる。（放射性廃棄物管理第１課職員等（18名）、放射性廃棄物管理第２課職員等（8名）、高減容処理技術課職員等（18名）

・下線は許可書の記載のうち、一部使用承認に係る保安規定で定めるべき内容を示す。
・斜字は許可書の記載のうち、処理場全体に係る保安規定で定めるべき内容を示す。

地下ピット式の保管廃棄施設については、遮蔽蓋等の
所要の遮蔽を施すとともに、保管廃棄施設・Ｍ－２に
あっては、廃棄孔の保管段数ごとに保管廃棄する放射
性廃棄物の容器表面の線量当量率を制限するととも
に、必要に応じ、追加の遮蔽体を廃棄孔に挿入する。
これらの措置により、保管廃棄施設・Ｌ及び保管廃棄
施設・ＮＬについては、施設の表面から１ｍ離れた所の
線量当量率が６μSv/h以下となるように設計し、管理
する。また、保管廃棄施設・Ｍ－１及び保管廃棄施設・
Ｍ－２並びに特定廃棄物の保管廃棄施設（インパイル
ループ用、照射試料用）については、施設の表面から
１ｍ離れた所の線量当量率が60μSv/h以下となるよう
に設計し、管理する。

建家式の解体分別保管棟、廃棄物保管棟・Ⅰ及び廃
棄物保管棟・Ⅱについては、建家の壁厚及び天井厚
は、直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線を十分に
低減できる設計とする。

第２４条

工場等周辺に
おける直接ガン
マ線等からの

防護


